
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
定款モデル No１ 

 
取締役会設置、監査役設置、監査役会非設置、会計参与設置 
（委員会設置会社以外・単元不採用かつ端株不採用） 



定  款 
 

第１章 総  則 
 
（商 号） 
第１条  当会社は、○○○株式会社と称し、英文では○○○と表示する。 
 
（目 的） 
第２条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
    (1) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
    (2) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
    (3) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
    (4) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
    (5) 前各号に附帯関連する一切の事業 
 
（本店の所在地） 
第３条  当会社は、本店を東京都○○区に置く。 
 
（公告方法） 
第４条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 
 
 
 

第２章 株  式 
 
（発行可能株式総数） 
第５条  当会社の発行可能株式総数は、○○○万株とする。 
 
（株券の発行） 
第６条  当会社は株式に係る株券を発行する。 
 
（株式の譲渡制限） 
第７条  当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承

認を受けなければならない。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（相続人等に対する売渡しの請求） 
第８条  当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当

該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
（株式の割当てを受ける権利等の決定） 
第９条  当会社は、当会社の株式（自己株式の処分による株式を含む）及び新株予約権

を引き受ける者の募集をする場合において、その募集事項、株主に当該株式また

は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込みの期日の決定は取

締役会の決議によって定める。 
 

【譲渡制限の承認機関を代表取締役とする場合】 
第７条  当会社の株式を譲渡により取得するには、株主または取得者は代表取締

役の承認を受けなければならない。 
 
【一定の者との間の譲渡について譲渡承認があったものとみなす場合】 
  ２  次の各号に掲げる場合には前項の承認があったものとみなす。 
   (1) 株主間の譲渡 
   (2) 当会社の従業員持株会を譲受人とする譲渡 
   (3) 当会社の役員または従業員を譲受人とする譲渡 
 
【指定買受人の決定を代表取締役に授権する場合】 
  ３  取締役会が第１項の承認しない場合、代表取締役は指定買受人を定める

ことができる。 
 
【指定買受人を具体的に定める場合】 
  ３  取締役会が第１項の承認しない場合、当該株式は○○、△△、××のい

ずれかの者が買い取ることができる。 
 

【相対による自己株式取得の総会決議において売主追加請求権を排除する場合】 
第○条  当会社は株主総会の決議によって特定の株主からその有する株式の全部

または一部を取得することができる。 
  ２  前項の場合、当該特定の株主以外の株主は、自己を売主に追加すること

を請求することができない。 



（株主名簿管理人） 
第１０条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 
   ２  株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、

公告する。 
   ３  当会社の株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理

人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原

簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は株主名

簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 
 
（株式取扱規則） 
第１１条  当会社が発行する株券の種類ならびに株主名簿、株券喪失登録簿および新株

予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する取扱

いおよび手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定

める株式取扱規則による。 
 
（基準日） 
第１２条  当会社は、毎年○月○日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする。 
   ２  前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじ

め公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登

録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式

質権者とすることができる。 
 
 
 

第３章 株主総会 
 
（招 集） 
第１３条  定時株主総会は毎事業年度終了後３ケ月以内に召集し、臨時株主総会は、必

要がある場合に招集する。 
 
（招集権者および議長） 
第１４条  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、

取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会

において定めた順序により、他の取締役が招集する。 



   ２  株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 
 
（議決権の代理行使） 
第１５条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使す

ることができる。 
   ２  前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごと

に当会社に提出しなければならない。 
 
（決議の方法） 
第１６条  株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席し

た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 
   ２  会社法第３０９条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合

を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（議事録） 
第１７条  株主総会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定め

る事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記

名押印または電子署名する。 
 
 
 
 
 

【定款変更の決議を強化する場合】 
 ３  当会社の定款を変更する決議は、議決権を行使することができる株主の議 

決権の過半数を有する株主が出席し、当該株主の議決権の４分の３以上をも 
って行う。 

 
【合併等の決議を強化する場合】 
 ３  当会社の合併、会社分割、株式交換または株式移転にかかる契約または計 

画を承認する決議は、前項の規定にかかわらず、議決権を行使することがで 
きる株主の議決権の３分の２以上を有する株主が出席し、その株主の議決権 
の５分の４以上をもって行う。 


